
肝炎総合対策について

令和元年度第１回肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会

令和元年７月１２日

厚生労働省健康局
がん・疾病対策課肝炎対策推進室
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1 肝炎対策予算
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実 施 主 体 都道府県

対 象 者

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢
者の医療の確保に関する法律の医療に関する給付を受けている者で、臨床調査個人票
及び研究への同意書を提出した者

（所得制限：年収約３７０万円以下を対象）

対 象 医 療
指定医療機関における肝がん・重度肝硬変の入院医療で、過去１年間で高額療養費の

限度額を超えた月が既に３月以上の場合に、４月目以降に高額療養費の限度額を超えた
月に係る医療費に対し、公費負担を行う。

自己負担月額 １万円

財 源 負 担 国 １／２ 地方 １／２
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○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の事務フロー

○ 事務フローの例

30年11月 30年12月 31年1月 31年2月 31年3月

入院1月目 入院なし 入院2月目 入院3月目 入院4月目

①医療機関→患者
○制度があることを説明
○入院記録票を交付・記載

②医療機関→患者
○入院記録票を記載

③医療機関→患者（入院3月目又は4月目）
○過去1年で既に3月入院しており、制度の詳細を説明
※入院の医療費が過去１年で既に３月高額療養費算定基準額を超え
ている必要。高額療養費が支給されている患者さんは、多くの場合、
限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を
受けている。

○入院記録票を記載

④患者→都道府県（入院3月目又は4月目）
○助成の申請書及び以下の添付書類を提出
(1) 臨床調査個人票及び同意書
(2) 被保険者証の写し（高齢受給者証が交付されているときは、その写し
を含む。）

(3) 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
(4) 入院記録票の写し
(5) 住民票の写し
(6)70 歳以上で所得区分が一般の者は課税・非課税証明書類

⑤都道府県→患者（入院3月目又は4月目）
○参加者証を交付

⑥患者→医療機関（入院4月目）
○入院4月目の際に参加者証を提
示して、自己負担1万円で受療



○ 指定医療機関から肝がんや重度肝硬変患者への制度の説明フロー

１ 制度があることの説明（入院のときなど）

○ まず、肝がんや重度肝硬変の入院・通院患者さんがいらっしゃいましたら、医療費の助成を受けることができる制度

がある旨を伝えてください。

伝えていただくことは次のとおりです。

① 所得要件（世帯の収入が約370万円以下）など、いくつかの条件があるが、条件を満たせば助成を受けることがで

きる。

② また、助成を受けるためには、少なくとも、過去１年で既に３月、肝がんか重度肝硬変で入院していることが必要

（※1）。このため、既に３月入院したことを証明するための記録である「入院記録票」（※2）を持っている必要があ

る。

③ 入院記録票は当院でお渡しできるのでいつでも申し付けてほしい。

④ 助成を受けるためには、お住いの都道府県に申請する必要がある。

（※1）肝がんや重度肝硬変での入院の医療費が、過去１年で既に３月高額療養費算定基準額を超えている必要があります（この3月は連続

する3月でなくても可）。高額療養費が支給されている患者さんは、多くの場合（具体的には、70歳以上で所得区分が一般の場合以外

の場合）、高額療養費の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けておられます。

（※2）「入院記録票」とは、指定医療機関において患者が肝がんや重度肝硬変の入院医療を受けたことを記録するものです。過去１年で既

に３月、肝がんか重度肝硬変で入院していることなどを確認することができます。
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○ 指定医療機関から肝がんや重度肝硬変患者への制度の説明フロー

２ 制度の詳細の説明（入院のときや、過去1年で既に3月入院したときなど）

○ 患者さんが制度の詳細について聞きたいといってきた場合や、過去1年で既に3月入院しており、4月目以降の入院を
見込んで助成を申請することが可能と思われる場合に、次の内容を説明してください。
また、助成を申請することが可能と思われる場合には、都道府県の担当部署を紹介してください。

① 助成を受けるためには都道府県で参加者証を発行してもらう必要がある。
② 参加者証の発行には、申請書と添付書類を提出し、都道府県の認定を受ける必要がある。
③ 申請書は当院にあるので申しつけてほしい。
（都道府県の担当課から受け取っておいてください。）

④ 添付書類として必要な書類（※3）がいくつかある。
（※3）具体的には、(1) 臨床調査個人票及び同意書、(2) 被保険者証の写し（高齢受給者証が交付されているときは、その写しを含

む。）、(3) 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し、(4) 入院記録票の写し、(5) 住民票の写し、
(6)70 歳以上で所得区分が一般の者は課税・非課税証明書類

⑤ 助成を受ける条件に、「研究事業への同意」というものがある。診断書に似た「臨床調査個人票」に「同意書」
が一枚になっているもので、添付書類の一つとなっている。「臨床調査個人票」は、指定医療機関の医師が作成し
て患者に渡す。
⑥ 助成を受けることができる医療は、通院ではなく入院医療のみ。
⑦ 助成を受けるためには所得制限がある。被保険者証を確認してほしい。
・ 70歳未満→加入保険の所得区分「エ」または「オ」
・ 70歳以上→加入保険の所得区分「一般」または「低所得」（自己負担割合が２割か１割）

⑧ 肝がんや重度肝硬変の医療費の月額の自己負担額が１万円になる。
⑨ 過去１年に既に３月、肝がんや重度肝硬変で入院し、かつ、その医療費が高額療養費の算定基準額（＝自己負担
限度額）を超えたために高額療養費を加入保険から支給されていること（※4）が助成の要件となっている。

（※4）高額療養費が支給されている患者さんは、多くの場合（具体的には、70歳以上で所得区分が一般の場合以外の場合）、高額療

養費の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けておられます。

⑩ ４月目以降の入院医療費が助成対象となる。
8



9

医師の皆様へのお願い

１．本事業では、肝がん、重度肝硬変（Child-Pugh分類B／C、７点以上）
の患者さんの入院医療費の助成をすることができます。

２．助成を受けるためには、過去１年の間に既に３月（連続する３月でな
くても可）、肝がん、重度肝硬変で指定医療機関に入院した月がある
ことが必要です。

この証明のために、「入院記録票」を持っている必要があります。

皆様の説明が、事業参加への契機となります。肝がん、重度肝硬
変で入院予定、入院中、退院後の患者さんがいましたら、事業説明
のリーフレットをお渡しください。

また、各病院で詳細な説明ができる担当者（部署）を決めていただ
き、そちらで説明を受けられれば、患者さんの事業参加につながって
いくと考えられます。患者さんへの説明に向けた病院内での必要なご
調整や担当者のご案内をお願いいたします。



周知用リーフレット

○各都道府県における事業の

周知に活用していただくための

リーフレットのひな形を作成・配布

○医療機関等から、

入院患者に事業の概要を

周知していただくことを想定

10



肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施状況について
（都道府県アンケート調査結果）

○平成３１年３月１１日時点における実施状況のアンケート調査を実施

質問１

状況 都道府県数 備考

１２月診療分から実施 ４６ 長野県は県単独事業により実施

回答

医療費の助成について、平成３０年１２月診療分より開始しているか。

11

質問２
指定医療機関について、既に指定を行っているか。

状況 都道府県数 備考

指定を実施 ４６ ・指定医療機関数（回答時点）：１，１９７

回答



質問３

患者への周知について、どのような取組をしているか。

回答（複数回答可）

周知方法 回答数

１．HPに掲載（県twitterへの掲載などを含む） ４５

２．広報誌に掲載 １４

３．庁舎・保健所等でポスター掲示・リーフレット配布 ４１

４．新聞等マスコミによる周知 １３

５．イベントで周知 １３

６．医療機関でポスター掲示・リーフレット配布 ４２
（内訳） 指定医療機関（４２） 肝疾患連携拠点病院（３８） 肝疾患に関する専門医療機関（３４）

がん診療連携拠点病院（２８） その他の病院・診療所（１４）

７．医療機関に事業の周知や説明を行う担当者（部署）の設定や案内を依頼 ２３

８．肝炎医療コーディネーターから周知 １６

９．他団体による周知協力 １８

（例）
団体：市町村、県医師会、郡市医師会、薬剤師会、病院協会、肝臓友の会、患者会、原告団 など
周知方法：リーフレットの配布を依頼、会報誌に記載、講演会において制度説明会を実施 など

12



肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る今後の取組

【現状】
○ 本事業の実施については、都道府県や医療機関などの関係者に多大なご協力をいただいているところであるが、一
方で、対象者認定等の実績については、予算見込みより少数となっている。

○ この点については、昨年12月に事業を開始したところということもあるが、①患者への事業の十分な周知や、②指
定医療機関の十分な指定が課題となっていると考えている。

【更なる取組をお願いしたい事項】

１ 指定医療機関の増加・確保
対象者認定についてこれまで実績が多く上がっているのが、拠点病院や、規模が比較的大きい肝疾患専門医療機関
となっていることも踏まえ、都道府県に対し、こうした拠点病院や、専門医療機関（特に200床以上）等を対象に指
定申請の勧奨を行っていただき、指定医療機関の更なる増加・確保を図っていただくようお願いしている。
指定医療機関ではない拠点病院や専門医療機関におかれては、指定医療機関となっていただくため、都道府県への
指定申請にご協力いただくようお願いしたい。

※ 都道府県における指定医療機関の指定申請の勧奨に活用できる医療機関向けの簡易版マニュアルとチラシのひな型を作成している。
これらの資料は、患者さんが指定医療機関ではない医療機関に転院する場合に、転院先の医療機関への指定申請の案内にもご活用いた
だきたい。

２ 患者への更なる事業の周知
患者への事業の周知については、医療機関において、本事業に必要な条件や手続などを説明する担当者や担当部署
を定め、そこで入院患者や今後入院が見込まれる患者が説明を受けることで、患者の事業参加につながるものであり、
対象者認定についてこれまで実績が多く上がっている医療機関では、このような取組が積極的に行われている。
このため、指定医療機関において、患者への事業の説明等を行う担当者・部署を設定し、患者に事業の案内を行っ
ていただくようお願いしたい。

※ 患者への事業の案内については、事業の周知用リーフレットの配布等により行っていただくとともに、医師や担当者・部署からの説

明のために、本資料Ｐ6の簡略な事務フローや、本資料Ｐ7,8の簡略な説明フロー（これらの資料は、当室で作成・配布している医療機
関向けマニュアルのP23や資料集Ｐ３にも掲載している）を活用していただくよう、お願いしたい。
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指定医療機関指定勧奨用
リーフレット

簡易版医療機関向けマニュアル



主治医

公費医療係 医事課入院担当

確認表 該当患者の拾い上げ

該当・非該当の確認

制度の説明
臨床調査個人票の作成※

入院記録票の作成
同意取得

患者様

申請

※臨床調査個人票の作成は医師クラークが担当

入院診療計画書

該当者の拾い上げ〜申請まで

新潟大学医歯学総合病院
肝疾患相談センター

https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/liv/
①

②

③

④

新潟大学 薛先生・寺井先生よりご提供 15

新潟大学の取組



確認表
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新潟大学の取組
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3 肝炎治療特別促進事業
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Ｂ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療と
核酸アナログ製剤治療、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を
目的としたインターフェロン治療とインターフェロン
フリー治療への医療費助成を行う。
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○ Ｃ型非代償性肝硬変（重度肝硬変）に対するインターフェロンフリー治療の新薬「エプクルーサ配
合錠」が販売承認され、本年2月26日から保険適用となった。また、本年3月から肝炎医療費助成の対
象としている。
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４ 肝炎ウイルス検査の促進
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H23 H24 H25 H26 H27 H28

29 ṕ Ӹ Ṗ

実施主体 事業名 受検可能な場所 対象者 H28年度実績

都道府県
保健所設置市
特別区

特定感染症検査等事業
保健所
委託医療機関

全年齢 Ｂ型: 285,272 人 Ｃ型: 274,348 人

市町村 健康増進事業 委託医療機関 40歳以上 Ｂ型: 728,131 人 Ｃ型: 728,684 人

Ｂ型 1,042,044 1,105,216 1,165,637 1,201,633 1,206,910 1,013,403

Ｃ型 1,021,773 1,097,664 1,151,063 1,191,633 1,196,077 1,003,032
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適切な肝炎治療
及び経過観察を促す

不要な肝炎ウイルス検査の
重複受検を抑制する

肝炎ウイルス
陽性

肝炎ウイルス
陰性

B001 -4 手術前医学管理料 1,192 点
（１） 手術前医学管理料は硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行われる定型的な検査・画像診

断について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号
「L004」脊椎麻酔若しくは区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われ
た場合に、月１回に限り、疾病名を問わず全て本管理料を算定する。
※本管理料に肝炎ウイルス検査は包括されている

（２）〜（７） 略

肝炎ウイルス検査結果の適切な説明の実施促進

（８） 本管理料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合も含め、
当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。

平成30年度の診療報酬改定で追記された部分

●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成30年3月5日保医発0305第1号」

※肝炎ウイルスは、感染してもほとんど自覚症状がないが、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化
し、 肝硬変、肝がんといった重篤な疾患に進行するおそれがある。

●「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」 （平成28年6月30日改正）

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
（２）今後取組が必要な事項について
カ 国及び地方公共団体は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得ながら、医療機関に対し、手術前等に行われ
る肝炎ウイルス検査の結果について、例えば電子カルテによるシステムを利用する等により、受検者に適切に説
明を行うよう依頼する。
医療機関は、肝炎ウイルス検査の結果について確実に説明を行い、受診につなげるよう取り組む。

※患者団体の意見を踏まえ規定。

肝炎ウイルス検査体制の整備、受検勧奨および普及啓発を効果的に推進するため、肝炎ウイルス検査の検査目的や検査結果に関わら
ず、受検者自身が検査結果を正しく認識できるよう医療提供者が適切な説明を行うことについて改めて御理解いただき、貴団体の会員
への周知方お願いいたします。

●「手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明について（通知）平成26年4月23日健疾発0423第1号）」

27



是永班「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構築のための研究」（富山県立中央病院 酒井分担員報告）より

電子カルテのアラートシステムの導入により、HCV抗体陽性症例について、消化器内科以外での対処
不明例が12例（8.0％）に減少している。
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全例コンサルト

電子カルテシステム

※数値は施設数

陽性者注意喚起・受診勧奨の取組み（70病院から複数回答）

院内の肝炎ウイルス検査で陽性となった方が、確実に肝臓専門医への受診につながるように、電子カ
ルテのアラートシステムの導入等による受診勧奨をお願いしたい。

「肝疾患診療連携拠点病院の現状調査」（国立研究開発法人国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター調べ）より



５ 重症化予防の推進
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【改正前】初回精密検査費用の助成は、自治体検査で陽性となった者を対象としている。（都道府県事業）

職域の肝炎ウイルス検査で陽性となった者を初回精密検査の助成対象とすることで、これまでカバー
しきれていない層にアプローチする（β費用負担:国１／２、都道府県１／２）。

Ḣ

˗ ʺȋ Ḣǵ
ͪ Ǔὕ

ǀ₳ 31 ₴↓ǁ
ḢǮǵ ȤȢɩȷ ר

ǵѧᶥ Ὥ șҞ ᾍ ǲ қ

̱

ͪβ ȋỖ
ӣ Ǯὕ 肝炎医療費

助成の対象
定期検査費
助成の対象

初 回 精 密
検 査 費
助成の対象

職域での検査の結果は、直接居住地の自治体には届かないため、自治体は助成
対象の拡大について、利用促進を図る取組を実施。

【改正後】

Ṍ

改正分

令和元年度予算 ２１億円（２１億円）肝炎患者等の重症化予防推進事業

［初回精密検査費用の請求に必要な書類］
○ 請求書、検査機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査結果通知書 （保有している場合は職域検査受検証明書も提出。これらに

よって職域検査で受検したことを確認することができない場合は、本人同意を得て検診機関に照会。）、必要な場合にフォローアップ事業
参加同意書

［請求の手続きにおける留意点］
○ 助成の条件となるフォローアップ事業参加同意については、①費用の請求時に合わせて同意書を提出する、②検診機関が職域検査で

の陽性者に事業案内を行って、陽性者がフォローアップ参加申込みを行う、③検診機関が職域検査での陽性者を都道府県等に情報提供
し、都道府県等からフォローアップ同意取得を行う、の方法から採用したものにより実施。

【職域検査からの初回精密検査請求手続きについて】

30



助成回数 １回

対象者

対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
る被保険者であって、以下の（１）又は（２）の要件に該当する者。
（１）①１年以内に重症化予防事業における肝炎ウイルス検査又は健康増進事業の肝炎ウイルス検診において陽性

と判定された者
②フォローアップに同意した者（平成30年度より肝炎ウイルス検査の前又は後で同意の取得が可能）

（２）①１年以内に職域で実施する肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者
②フォローアップに同意した者（同意の取得は検査費用の請求時も可）

自己負担額 自己負担なし

必要な書類

（１）自治体で実施する肝炎ウイルス検査を受けた者
請求書、医療機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査結果通知書

（２）職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けた者
請求書、医療機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査結果通知書、保有している場合に職域検査受検
証明書、必要な場合にフォローアップ事業参加同意書
※請求時に、検診機関への情報照会、検診機関からの情報提供について同意取得。

対象医療

・初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用
・検査項目

a ṕ Ṗ
b ṕ Ṗ
c ṕ ALP ChE -͢GT AST ALT LDṖ
d ṕAFP AFP-L3% PIVKA- PIVKA- Ṗ
e ṕHBe HBe HCV Ṗ
f ṕHBV HCV Ṗ
g ṕ ṕ ṖṖ

肝炎ウイルス陽性者を早期に初回精密検査に結びつけ、慢性肝炎や肝硬変、肝がんへの重症化予防を図る
ため、初回精密検査費用の助成を行う。

ṕ 31 4 Ṗ

ṕ Ṗ 31
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陽性者が肝炎専門医療機関受診後、継続受診している割合
HBV：５/14 例
HCV：２/7例

通院しない理由
HBV（5名）：

医師に通院の必要がないと言われた 2名
自覚症状がない 2名
その他 1名

HCV（3名）：すでに治療でウイルスが消えている 2名
その他 1名

B型肝炎非活動性キャリア及びC型肝炎SVR後の方へも定期的な
検査が必要であることをお伝え頂きますようお願いします。

低増殖期 low replicative phase (inactive phase)
・ HBe抗原セロコンバージョンが起こると多くの場合肝炎は鎮静化し、HBV DNA量は

3.3 log IU/ml （2,000 IU/ml ）以下の低値となる（非活動性キャリア）。
・ しかし、10〜20% の症例では、HBe抗原セロコンバージョン後、HBe抗原陰性の状態で

HBVが再増殖し、肝炎が再燃する（HBe抗原陰性肝炎）。
・ また、4〜20% の症例では、HBe抗体消失ならびにHBe抗原の再出現（リバースセロコン
バージョン）を認める。

B型肝炎治療ガイドライン（第3.1版）日本肝臓学会

厚生労働科学研究班 是永班（分担研究者石上雅敏 名古屋大）

B型肝炎

34

C型肝炎

※無症候性キャリア、未治療の非活動
性キャリアの方は定期検査費用の助成
の対象とはなりませんのでご留意くだ
さい。

SVRが得られた後のフォローアップの必要性
・ IFNベースの治療によってHCVが排除されると肝発癌リスクは低下する。
・ IFNフリーDAA治療によってHCVが排除された場合、IFN治療と同程度の新規肝発癌抑制効果が得ら
れる。
・ SVR後も肝発癌リスクは完全には消失せず、IFNベースの治療ではSVR後の5年・10年の発癌率は、
それぞれ2.3 -8.8% 、3.1 -11.1% と報告されている。

C型肝炎治療ガイドライン（第7版）日本肝臓学会



６ 肝疾患診療体制の整備
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７ 普及啓発
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肝炎総合対策推進国民運動事業の概要

ὧ ὼ ҏשּׂ ҏ ᾕ

⇒ 肝炎の『早期発見』『早期治療』を重点的に訴求 (全ての国民が一生に一度は受検する必要のある「肝炎ウイルス検査」の積極推進)

概 要

「肝炎対策の推進に関する基本指針」（平成23年5月16日制定、平成28年6月30日改正）に基づき（※）、肝炎

に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え、国民が肝炎への正しい知識を持ち、早期

発見・早期治療に向けた行動を促すため、多種多様な媒体を活用しての効果的な情報発信や民間企業との

連携を通じた肝炎対策を展開し、肝炎総合対策を国民運動として推進するもの。

（β） 基本指針の「第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向 （５）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発」において、『肝炎

ウイルスは感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、また、感染を認識していても、感染者が早急な治療の必要性を認
識しにくい。このため、国民一人一人が感染によるリスクを自覚した対応を図るよう、肝炎についての正しい知識を持つための更なる普
及啓発に取り組む必要がある。』とされている。

事業の内容

１．広報戦略の策定
２．情報発信（メディアの活用、WEBコンテンツの制作・運用）
３．イベントの実施（日本肝炎デー関連イベント、地方自治体の支援）
４．スペシャルサポーターの任命、活動

５．パートナー企業・団体との活動
６．広報技術支援（行政の広報施策のサポート）
７．国民運動の効果検証
８．運営事務局の設置

［平成30年度の主な活動］

（１）全体イベントの実施
・実行委員会開催（第1回5/22、第2回10/25、第3回3/5開催）
・7/24 「知って、肝炎プロジェクト ミーティング2018」開催
β今年度は8/1開催予定

（２）地方での啓発活動
・富山県における肝炎集中広報の実施
・都道府県知事、市町村長への表敬訪問の実施
［平成31年1月15日現在、37都道府県、23市町村を訪問］
（平成26年8月からの累計）

（３）メディア等による啓発
・WEB、スポーツ紙等による啓発展開
・ポスター等の作成
・危険予告動画を厚労省公式You Tube等に掲載中

（４）その他
・「知って、肝炎プロジェクト」名義等の活用
・パートナー企業との取組み強化（資材の提供、会議開催等）
・肝炎医療コーディネーターの支援（知って肝炎プロモーター） 40



■全体イベントの開催

■首長訪問による啓発活動

※五十音順（敬称略）
Ｈ30年７月時点

特別参与 杉 良太郎
特別大使 伍代 夏子
広報大使 徳光 和夫
肝炎対策大使 小室 哲哉
スペシャルサポーター
石田 純一
岩本 輝雄
W-inds .
上原 多香子
AKB48グループ
EXILE
小橋 建太
コロッケ
島谷 ひとみ

清水 宏保
瀬川 瑛子
SOLIDEMO
高橋 みなみ
田辺 靖雄
豊田 陽平
夏川 りみ
仁志 敏久
乃木坂46

「知って、肝炎プロジェクト」においては、杉特別参与や大使・スペシャルサポーターのご協力を得て、日本
肝炎デーに合わせた全体イベントや、首長訪問による啓発活動等を実施。

平松 政次
堀内 孝雄
的場 浩司
山川 豊

山本 譲二
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「肝疾患診療連携拠点病院×知って、肝炎プロジェクト」

・関東甲信越ブロック（2018 年７月8日）
（世話人：虎の門病院 鈴木義之 先生）

＜プログラム＞

①市民公開講座

・埼玉医科大学病院 持田 智先生

・千葉大学医学部附属病院 加藤 直也先生

・愛知医科大学病院 米田 政志先生

②久留米大学医学部 川口 巧先生による

誰にでもできる肝炎体操

③スペシャルサポーター石田純一氏と肝炎クイズ

（解説：虎の門病院 鈴木義之先生）

※本年度は全国イベント（東京）として9－11月開催予定

・中国四国ブロック（2018 年７月29日）
（世話人：山口大学医学部附属病院 日髙勲先生）
※荒天のため中止
＜プログラム＞
新山口駅前での街頭キャンペーン
※本年度は7月27日開催予定（世話人：山口大学）

昨年度「知って、肝炎プロジェクト」と肝炎情報センターとの合同企画とし
て、普及啓発イベントを開催。
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「知って、肝炎プロジェクト」の今後の取組について

１ 自治体・医師に向けた普及啓発

○ 肝炎ウイルス検査の実施状況も踏まえ重点的に知事・市長の表敬訪問を実施する。その際、県・市医師会の
ご協力を要請するとともに、医師からの検査勧奨を働きかける。

※ 肝炎ウイルス検査については、市町村において、 40歳以上を対象とする、他検診（がん検診など）とセットでの受診券
（クーポン券）送付が推進されている。

※ 受診券（クーポン券）が送付される時期などに、医師が来院者に他検診（がん検診など）とセットで勧めることで、受検に
つなぎやすくなることから、このような医師による検査の勧奨を、県を通じるなどして市町村などに働きかける。

２ 企業に向けた普及啓発

○ 保険者団体や企業団体等と連携して表敬訪問・働きかけ等を行う。

３ その他（他の課題と合わせた普及啓発）

○ がん検診※等も、知事・市長の表敬訪問において併せて実施の推進（医師からの勧奨等）を要請する。
※胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの検診

○ 肝炎ウイルス検査の重要性や肝炎の病態等についての普及啓発事業として、「知って、肝炎プロジェクト」を

実施しており、日本肝炎デーにおける啓発イベント、都道府県知事・市長への表敬訪問等を行っている。

○ 「知って、肝炎プロジェクト」における知事・市長の表敬訪問は開始から5年となり、ほぼ一巡しつつある。

→ 現行の取組を全般的に見直し、以下のような新たな取組などについて検討・調整を進める。



「知って、肝炎プロジェクト」活動報告①【日本医師会 表敬訪問】

【活動の概要】

・ 実施日時：2019 年3月4日（月）16:30 〜17:00

・ 出席者：日本医師会 会長 横倉義武氏
肝炎対策国民運動特別参与 杉良太郎氏

※肝炎ウイルス検査については、市町村において、 40歳以上を対象とする、他検診（がん検診など）とセットでの受診券送
付（個別勧奨通知）が推進されている。受診券が送付される時期などに、医師が来院者に他検診（がん検診など）とセット
で勧めることで、受検につなぎやすくなる。
※このため、このような医師による検査の勧奨をしていただくことや、検査勧奨のため医師会との連携等に取り組む自治体に
ご協力いただくことについて要請した。

【当日の様子】

45

表敬訪問において、杉特別参与は、市町村が住民を対象に肝炎ウイルス検
査の受診券（クーポン券）を送付していることに触れ、
「受診券（クーポン券）を使って1人でも多くの方に検査を受けていただきた
いですね。まずは検査に行っていただきたい」とお話しした。
横倉会長は、「杉特別参与や皆様の継続的な啓発活動は、受検率向上の力
になります。肝がんなどになる前に、検査を受けてもらうことが大事なの
で、医師の中で周知したいと思います」と述べられ、プロジェクト活動に関
する感謝の気持ちを明らかにしていただいた。



「知って、肝炎プロジェクト」活動報告②【健康保険組合連合会 表敬訪問】

【活動の概要】

・ 実施日時：2019 年3月11日（月）14:00 〜14:30

・ 出席者：健康保険組合連合会 会長 大塚陸毅氏
肝炎対策特別大使 伍代夏子氏

※健康保険組合連合会では、健保組合の共同事業として、指定人間ドック施設で肝炎ウイルス検査の実施体制を整備し健保組
合の利用に供している。
※このため、健保組合に事業主とも連携して検査を導入していただくことを働きかけることや、健保組合を通じて加入する従
業員に受検を働きかけることを要請した。

【当日の様子】
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表敬訪問において、伍代氏は、「肝炎は早期発見・早期治療が重要です。
飲み薬だけでC型肝炎は治療できる時代になりました。肝炎ウイルスに感染し
ていても自覚症状はありません。症状が出てきてからでは遅いです。まずは
検査を受けてください。健康保険組合連合会からも会員健保組合に肝炎検査
の重要性をお伝えしていただき、働きかけをお願いします」とお話しした。
大塚会長は、「改めて、肝炎検査の重要性を感じました。健康保険組合連
合会としても、健保組合加入者の健康を守ることは大きな役目だと思ってお
ります。全国の健康保険組合に今回の話をして、加入者に肝炎ウイルス検査
を受けていただけるよう努力していきます」とお話しされた。
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「知って、肝炎プロジェクト」活動報告③【島根県出雲市 表敬訪問】

※ 高校生に向けて「肝炎を知って、肝炎ウ
イルス検査を受けましょう」とメッセージ
を書いた色紙を、市内の高校の校長たちに
贈った。
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出雲市立総合医療センター 佐藤先生よりご提供
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8 治療と仕事の両立支援
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肝疾患診療連携拠点病院等において、就労に関する専門家（社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリア・コ
ンサルタント等）を配置するなどして、肝炎患者の就労の継続等に関する支援に対応できる体制を整備し、その効
果を検証（２６年度より実施）
・支援対象者
肝炎患者・感染者であることは知っているが、通院や治療を行っていない者
肝炎患者で現に医療機関に通院し・治療を受けており、就労を維持しながら治療継続の支援を必要とする者

・支援内容（拠点病院での実施内容により異なる）
相談への対応（リーフレット等を用いての説明、支援対象者の利便性にかなった適切な医療機関を紹介等）
・支援対象者の了承を得た上で、勤務先の産業保健スタッフ・労務担当者・経営者等に対し、肝炎について啓
発資料等を活用して肝炎に対する意識向上を図り、支援者の状況に応じた配慮の要請。
・その他、支援対象者の実情に応じ、必要な支援。
※適宜フォローアップを実施

・実施状況 拠点病院１７カ所で実施（２９年度）
主な内容
・ハローワーク、ソーシャルワーカーによる就労相談
・社会保険労務士・肝疾患コーディネーターによる相談会
・企業等に出向いての啓発活動、等

肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業（２６年度～）
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肝疾患患者の就労支援の開設

愛媛大学 日浅先生よりご提供 51



アセスメントシートの利用

愛媛大学 日浅先生よりご提供

※ この他、相談ニーズの拾い上げのため、入院が決定した患者全員に行う質問票に、「経済的
な問題や制度について相談したい」、「治療と仕事や学業の両立について相談したい」という
チェック項目を設け、該当患者に相談を勧めている。
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肝疾患に罹患した労働者に対して治療と仕事の両立支援
を行うにあたって、ガイドラインの内容に加えて、特に留
意すべき事項をまとめたものである。
① 肝疾患に関する基礎情報として、肝疾患の発生状況、
主な肝疾患の治療
② 両立支援にあたっての留意事項として、肝疾患の特
徴を踏まえた対応、肝疾患に対する不正確な理解・知
識に伴う問題への対応
を掲載している。

平成28年2月、「事業場における治療と職業生活の両立
支援のためのガイドライン」を公表し、平成31年3月に改
訂した（「事業場における治療と仕事の両立支援のための
ガイドライン」に名称変更）。

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

肝疾患に関する留意事項（平成29年3月に追加）

○ ガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾
病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療
に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるように
するため、事業場における取組などをまとめたもので
ある。
○ ガイドラインでは、職場における意識啓発のための
研修や治療と仕事を両立しやすい休暇制度・勤務制度
の導入などの環境整備、治療と仕事の両立支援の進め
方に加え、特に「がん」、「脳卒中」、「肝疾患」、
「難病」について留意すべき事項をとりまとめている。
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・事例1
Ｂ型肝炎でインターフェロン治療の開始に伴い、

一時的に業務内容の調整を行いながら、通院による
治療と仕事の両立を目指す事例

・事例2
Ｃ型肝炎で治療終了後、経過観察中に肝がんが見

つかり、シフトの調整等を行いながら、入院と通院
による治療と仕事の両立を目指す事例

・事例3
肝硬変の治療中、合併症を発症したため、業務内

容の変更などを行いながら、通院による治療と仕事
の両立を目指す事例

企業・医療機関連携マニュアルは、治療と仕事の両
立支援のため、企業と医療機関が情報のやりとりを行
う際の参考となるよう、ガイドライン掲載の様式例に
沿って、その作成のポイントを示すものである。

企業・医療機関連携マニュアル

具体的な事例を通じた記載例（事例編）

肝疾患の具体的事例

・平成30年3月
がんの事例（4例）を作成

・平成31年3月
肝疾患の事例（3例）、脳卒中の事例（4例）を追加
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担い手： 企業の産業保健スタッフ、医療機関のＭＳＷ・看護師、

支援機関（産保センター等）の社会保険労務士 等

機 能： 支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を行うこと

役 割： それぞれの立場における支援の実施 及び 関係者との連携・調整

主治医

産業医等

企 業 医療機関

支援機関等

労働者（患者）

相談支援

相談支援

相談支援

人事労務担当者
産業保健スタッフ

社会保険労務士
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント

医療ソーシャルワーカー
看護師

※ 関係者との調整を行うに当たっては、両立支援コーディネーターは、事業場に対して支援対象者の代理で交渉行為
を行うものではないので、留意する必要がある。

働き方改革実行計画目標： 2020年度までに2,000 人養成

「両立支援コーディネーター」の養成
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全国26か所(H30年度：6か所)にてシンポジウム等を開催予定

○大規模シンポジウム：2か所（東京、大阪）
○中規模シンポジウム：4か所（宮城、新潟、愛知、熊本）
○地域セミナー：20か所

日時、会場、応募方法等の詳細は、【治療と仕事の両立支援ナビ】へ
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

岩手、秋田、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、京都、奈良、兵庫、鳥取、岡
山、山口、高知、佐賀、長崎、大分、鹿児島、沖縄

両立支援シンポジウム等の開催予定（令和元年度）

シンポジウム・地域セミナー（主催：厚生労働省）

両立支援コーディネーター養成研修（主催：独立行政法人労働者健康安全機構）

全国28か所(H30年度：15か所)にて養成研修を開催予定

日時、会場、応募方法等の詳細は（独）労働者健康安全機構ホームページへ
https ://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1358/Default.aspx
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9 B型肝炎特別措置法等
について
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B型肝炎特別措置法 ポスター・リーフレットの配布
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＜訴訟（和解手続等）に関する照会先＞

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 Ｂ型肝炎訴訟対策室

電話相談窓口 ： ０３-３５９５-２２５２（直通）
受付時間：午前９時から午後５時まで

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

厚生労働省ホ-ムページ【Ｂ型肝炎訴訟について】
http:// www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

Ｂ型肝炎訴訟の手引き（第５版）
ご自身での提訴を考えている方へ（説明編・提出編）

内容： 提訴時に必要な証拠書類の収集方法（説明編）
提出書類の様式集、 訴状見本（提出編）
（医療機関向け）覚書診断書作成にあたってのお願い（提出編） など

＜和解後の給付金等の請求手続に関する照会先＞

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口

電話 ： ０１２０-９１８-０２７（直通）
受付時間 ： 午前９時から午後５時まで

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

社会保険診療報酬支払基金ホ-ムページ
http://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/kanen/index.html

Ｂ型肝炎訴訟に関する資料、問い合わせ先
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和解等者数：2,379人
（R1.5月末）
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企業負担計268億円（R1.5末）

ḁ⁷◓ ҏ᷿┘ ♫ҏ ┘

総給付計：535億円
（R1.5月末）
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提訴者数：3,325人
（R1.5月末）

○ 感染被害者の製剤投与の時期を問わない早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法により施行。
（平成20年１月16日）。

○ 特定の血液製剤（特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤）の投与を受けたことによって、Ｃ型肝炎ウイ
ルスに感染された方又は相続人に対し、症状に応じて給付金を支給。給付金の支給後20年以内に症状が進行
した場合、差額を追加給付金として支給。

【給付内容】肝がん・肝硬変、死亡：4,000 万円 慢性肝炎：2,000 万円 無症候性キャリア：1,200 万円

○ 給付を受けようとする者は、給付対象者であることを裁判手続の中で確認の上、証明資料（判決、和解等）と
併せて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に請求を行う。

裁判所への「訴えの提起」等は、2023 年(平成35年)１月15日(法施行後15年)まで（→日曜日のため1月16日まで）
に行わなければならない。※

Ｃ型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について

Ҡ

※平成29年法改正（H29.12.15 施行）により、訴えの提起等の期限が延長（法施行後10年→15年）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html厚生労働省 大量出血した方へ 検索詳しくは、

「Ｃ型肝炎特別措置法に基づく給付金の制度」の周知について、ご協力お願いします。
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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

ウイルス性感染は感染症法に基づく届出が必要

A型肝炎、E型肝炎は4類感染症Ҧ直ちに届出をお願いします。

B型肝炎、C型肝炎、その他のウイルス性肝炎は5類感染症Ҧ7日以内に届出をお願いしま

す。

急性肝炎が対象

届出の基準

・A型肝炎：PCR法による病原体の遺伝子の検出 または IgM抗体の検出

・B型肝炎：IgMHBc抗体の検出

＞ 明らかなキャリアからの急性増悪例は含まない

・C型肝炎：抗体陰性で、HCV RNAまたはHCVコア抗体の検出

または ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇

＞ 慢性肝疾患、無症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は届出の対象ではない。

・E型肝炎：PCR法による病原体の遺伝子の検出

または IgM抗体もしくはIgA抗体の検出
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